
Tome 4

　
子
ど
も
に
対
す
る
医
療
機
会
の
確
保
と
、
子
育
て
家
庭
に
お
け

る
経
済
的
負
担
を
軽
減
を
す
る
た
め
、
医
療
費
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
。

雑
他
市
町
村
助
成
制
度
の
対
象
者

や
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
を

受
け
て
い
る
人

雑
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

雑
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
児

子
ど
も
入
院
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
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次
の
書
類
を
持
参
の
上
、
最
寄

り
の
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
窓
口

で
申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。


対
象
と
な
る
児
童
・
生
徒
の
健

康
保
険
証

※
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
全
国
健

康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）
以

外
は
事
業
所
か
ら
の
「
付
加
給
付

に
関
す
る
証
明
」
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
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給
し
て
い
る
人
は
「
母
子
・
父
子

家
庭
医
療
費
助
成
申
請
書
」
と「
子

ど
も
入
院
医
療
費
助
成
申
請
書
」

両
方
の
提
出
が
必
要
で
す
。　
　

　
ま
た
「
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

費
助
成
申
請
書
」
は
原
則
、
医
療

機
関
に
提
出
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
が
、
最
寄
り
の
総
合
支
所
市
民

福
祉
課
窓
口
へ
「
子
ど
も
入
院
医

療
費
助
成
申
請
書
」
と
一
緒
に
提

出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。


医
療
機
関
の
領
収
証
ま
た
は
助

成
申
請
書
へ
の
証
明


申
請
日
の
あ
る
年
の
1
月
1
日

現
在
、
他
の
市
町
村
に
住
所
を
有

し
て
い
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村

長
の
発
行
す
る
課
税
証
明
書
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

産
平
成
　
年
７
月
～
９
月
の
入
院

２１

　
＝
　
年
度
課
税
証
明
書

２０

産
　
年
　
月
～
　
年
９
月
の
入
院

２１

１０

２２

　
＝
　
年
度
課
税
証
明
書

２１

産
　
年
　
月
～
の
入
院

２２

１０

　
＝
　
年
度
課
税
証
明
書

２２

雑
市
内
に
在
住
し
、
各
種
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
、
児
童
・
生

徒
を
養
育
す
る
保
護
者

※
「
児
童
・
生
徒
」
と
は
、
7
歳

に
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
初

日
か
ら
　
歳
に
な
っ
た
日
以
降
、

１５

最
初
の
3
月
　
日
ま
で
の
間
に
あ

３１

る
子
ど
も
（
小
学
生
・
中
学
生
）

※
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
の
助

成
を
受
け
て
い
る
人
は
、
入
院
時

の
2
0
0
0
円
の
自
己
負
担
額
分

を
、
子
ど
も
入
院
医
療
費
で
助
成

し
無
料
に
な
り
ま
す
。

助
成
の
対
象
に
な
る
人

助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
人

雑
対
象
と
な
る
児
童
・
生
徒
が
平

成
　
年
7
月
1
日
以
降
に
入
院
し

２１
た
際
の
自
己
負
担
額
（
保
険
適
用

分
）が
助
成
さ
れ
ま
す
。（
入
院
時

の
食
事
療
養
費
や
容
器
代
、
診
断

書
代
、
病
衣
代
、
差
額
室
料
な
ど

の
保
険
診
療
以
外
の
も
の
は
、
助

成
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。）

雑
高
額
療
養
費
、
付
加
給
付
金
、

学
校
ス
ポ
ー
ツ
保
険
の
給
付
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
額
を
差
し
引
い

て
助
成
し
ま
す
。

童
・
生
徒
の
保
護
者
の
所
得
が
一

定
額
以
上
で
あ
る
と
き
【
表
１
】

助
成
の
範
囲

助
成
の
方
法

　
自
己
負
担
額
を
医
療
機
関
窓
口

で
支
払
い
、
最
寄
り
の
総
合
支
所

市
民
福
祉
課
に
備
え
付
け
て
あ
る

助
成
申
請
書
を
提
出
し
た
後
、
市

か
ら
払
い
戻
し
さ
れ
ま
す
。

※
入
院
に
係
る
医
療
費
を
支
払
っ

た
日
か
ら
2
年
以
内
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
期
間
を
超
え
た
場
合

は
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
を
受

申
請
の
方
法

【表１】所得制限限度額

所得制限限度額扶養親族の数

3,401,000円０人

3,781,000円１人

4,161,000円２人

4,541,000円３人

4,921,000円４人

5,301,000円５人
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▲５月２２日に行われた「みや
ぎバットの森植樹祭」の様子

登米市里山再生事業

　森林整備を促進し、林地の保全、水源の涵養（かんよう）、

地球温暖化防止、自然環境の保全など森林機能の増進を目指

し、森林所有者および森林組合などが行う広葉樹の植栽およ

び天然更新作業に対し補助します。

【対象者および条件】　森林所有者および森林組合

【対象経費および補助率】

補助率対象経費事業の種類

２万円以内/１０ａ
私有林の広葉樹造林に要する
経費

造林事業

２万円以内/１０ａ
私有林の広葉樹林天然更新
（下刈、萌芽更新、間伐など）
に要する経費

天然更新事業

、共通事項　

【申込期限】　

　平成23年２月２８日（月）

　※申請額が予算の総額を

　超えた場合は、申請を締

　め切りますのでご了承く

　ださい。

【問い合わせ】　

　産業経済部農林政策課　

　林業振興係　

　緯 0220（34）2716　

里山再生事業、地域材需要拡大支援事業について

【申込方法】　各総合支所地域生活課または産業経済部農林政

　策課（市役所中田庁舎２階）に備え付けの申込用紙に記入

　し、添付書類を確認の上、申し込みください。

地域材需要拡大支援事業

　市内産木材の需要を拡大するため、市内産材を使用した住

宅の新築および増築に対し、延床面積に応じて建築費用の一

部を補助します。

【対象者および条件】

　①市内に居住用の住宅を新築・増築する市民

　②市税の滞納が無いこと

　③条件については以下のとおり

　住宅の種類

　　自ら居住用とするための、木造在来工法による一戸建て

　　住宅。

　　店舗などの併用住宅にあっては、居住面積が1/2以上を

　　占めること。

８０～１２０未満４０～８０未満４０未満延床面積

300,000円200,000円100,000円補助金額

１５０以上１２０～１５０未満延床面積

500,000円400,000円補助金額

【申込方法】　産業経済部農林政策課林業振興係（市役所中田

　庁舎２階）に備え付けの申込用紙に記入し、添付書類を確

　認の上、申し込みください。

登米市議会基本条例策定委員を

募集します

　市民がわかりやすく参加しやすい、市民に開かれた議

会運営の基本的な事項を定める登米市議会基本条例の素

案の作成および提言を行う、策定委員を募集します。

【募集人員】　２人以内

【応募資格】　市内に住所を有し、現在も居住している満

　２０歳以上の人

【任期】　委嘱の日から議長に条例素案を提言する日まで

【応募方法】　議会事務局に備え付けの申込書に必要事項

　を記入の上、郵送または持参してください。

　※申込書は市ホームページからもダウンロードでき

　ます。

【応募期限】　１１月１日（月）※当日消印有効

【注意点】　委員会の会議は公開で行います。会議の内容

　や委員の氏名も公開されます。

【選考】　選考結果は、応募者全員に後日通知します。

【申し込み・問い合わせ】　議会事務局

　〒９８７－０５１１　登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１

　緯 0220（22）1913　

　平成21年12月1日からスタートした「とめ安心サポー

トローン」は、多重債務の整理が必要な人に、提携する

金融機関が資金を融資し、多重債務を整理する事を目的

としています。

　今まで対象としていた債務の整理資金のほか、10月1

日からは生活再建資金までに貸し付け対象を拡大し、よ

り利用しやすい制度に改正しています。

　また、これまでは提携金融機関で融資の相談を受ける

際には、あらかじめ市が実施する「多重債務者無料法律

相談」を受けている事が条件でしたが、制度改正後は市

の産業経済部商工観光課消費生活相談窓口

に相談している人も対象とし、融資の相談

機会を多く持てるようにしています。

※ただし、貸付には金融機関の審査があり

ます。

【問い合わせ】　産業経済部商工観光課

　（消費生活相談窓口）　

　緯 0220（34）2308

とめ安心サポートローン
利用しやすくなりました

多重債務者救済の
ための

　使用部材

　　市内産材を主要構造部材（梁、柱など）に50%以上使用

　　する住宅。

　施工業者

　　市内に本社を有し、建設業法第3条第1項の規定に基づく

　　建築工事業および大工工事業の許可を受けている事業者

　　が施工する住宅。

　施工期間

　　年度内に主要構造部材の施工が完了し、市産材の使用量

　　ならびに現地の確認が可能な住宅。

【補助金額】




